
岡山県柔道整復師連盟会則 

 

 

 

（目 的 等） 

第 １ 条 本連盟は、岡山県柔道整復師連盟と称し、会員相互の連絡強調のもとに、 柔

道整復師の政治的・社会的地位の向上をはかり、社会保険制度の改善を推進し、

柔道整復師が国民医療体制の中で確固たる立場を確立するための条件を整備す

ることを目的とする。 

 

（事 務 所） 

第 ２ 条 本連盟は、事務所を岡山市北区天神町８番２８号におく。 

 

（組  織） 

第 ３ 条 本連盟は、公益社団法人岡山県柔道整復師会の会員で第１条の目的に賛同する

ものをもって組織する。 

 

（事  業） 

第 ４ 条 本連盟は、第１条の目的を達成するため必要な事業を行う。 

 

（役  員） 

第 ５ 条 本連盟に次の役員をおく。 

     委員長   １名、副委員長  ２名、 

     幹事長   １名、幹事   若干名、 

     会計責任者 １名、会計監査  ２名。 

     役員は幹事会において選出し、総会において承認をうける。 

 

（職  務） 

第 ６ 条 １．委員長は本連盟を代表し、会務を総括する。   

      ２．副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行

する。 

 

（総  会） 

第 ７ 条 １．総会は年１回開催し、委員長が招集する。   



      ２．委員長は必要があると認めるときは、臨時に総会を招集することがで  

         きる。 

 

（幹事会） 

第 ８ 条 幹事会は、委員長、副委員長、幹事長及び幹事をもって構成し、会議は委  

     員長が招集する。 

 

（雑  則） 

第 ９ 条 本会則に定めのない事項は、総会で決定することができる。 

 

（経  費） 

第 １０ 条 １．本連盟の経費は連盟会費及び寄附金をもって充てる。 

      ２．本連盟会費を月額５００円とする。 

 

（会計年度） 

第 １１ 条 本連盟の会計年度は、毎年１月１日に始まり、同年１２月３１日をもって  

         終わるものとする。 

 

 

附       則   

 

この会則は昭和５４年６月６日から施行する。 

平成１５年１０月 １日一部改定   

令和 ２年 ５月１７日一部改定 


